
一般質問通告書（総括質問・分割質問）
№ ６／６

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 会派に属さない議員

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

４

（１）「向日市お買い物応援クーポン」を使うためには、世帯主の住所・氏名の記入を

求める理由と根拠について伺います。

（２）世帯主の住所・氏名を記入しなくても使えるようにできませんか。

個人情報を提供しなければ使えないのでは、個人情報の提供の強制ではないでし

ょうか。

（３）「１世帯８枚までしか使えない」と制限する根拠は何ですか？

自分では使う予定の無い方が、親やお世話になった人に贈ることなどを禁止する

目的は何ですか？できるだけ使って頂くことが大切ではないでしょうか。

向日市お買い物応援クーポンに名前・住所の記入は必要か？

１１月末から「向日市お買い物応援クーポン」が各家庭に届けられましたが、

世帯主の住所・氏名を記入しなければ、使用できないと書かれています。個人情

報の記入を求める理由と根拠について伺います。また、記入しなくても使えるよ

うに、改善を求めます。


